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我が国経済は１９６５年１１月から５７ヶ月間に亘り戦後

最長の景気拡大を続け“いざなぎ景気”と呼ばれ

たが、昨年１１月には期間において遂にそれを超え、

成長率は当時に比較してかなり低いものの未だそ

の成長を維持している。

景気の拡大を輸出に大きく依存している日本の

景気がこのように持続的成長を遂げているのも、

輸出の相手国である米国や欧州の経済が好調であ

ることが主な要因であることは言うまでも無い。

加えて、これだけ我が国も含めた世界経済全体の

好調が続いているのは、ここ数年の中国�インド

を中心とした新興経済圏の飛躍的な経済成長に負

うところが大きいのも異論の無いところであろう。

このような世界経済の急成長が世界的荷動き量

の増大をもたらし、２００３年の秋口から急騰し始め

た不定期船市況は４年目に入った現在も高レベル

を維持している。もともと海運というビジネスは

世界単一市場の中で激しい国際競争に晒されてお

り、特に我が国の海運界は１９７０年代以降円高と言

う固有の命題を抱え苦難の連続であったと言える。

その後邦船各社は為替対策の一環として便宜置籍

船や外国船員配乗への切り替えを一層進めたり、

その他様々な合理化を実行することにより冬の時

代を乗り越えたからこそ、現在の好市況を享受し

好業績を上げることができているのである。

四方を海に囲まれ資源に乏しい我が国は、自国

では生産できない資源�エネルギー、食料などを

大量に輸入し、付加価値を付けて輸出することで

経済の基盤を築いてきた。

こう言った国際間の物流に従事してきた海運は、

これまで我が国経済の発展に重要な役割を果たし

てきたし、これからも益々重要度を増して行くこ

とは疑いの無いところであるが、残念ながら今ま

での社会の海運に対する認知度は余り高くなかっ

たと言わざるを得ない。

しかしながらここにきて「トン数標準税制」の

要望を行うなどの当協会を中心にした地道な活動

を続けてきた結果、海運業界に対する政治の反応

などは予想外に大きくその重要度の認識が相当高

まってきている。海運業界が見直され、その重要

性が認知されることは大変喜ばしいことであるが、

同時に社会的責任も益々増大してきていることを

我々は肝に銘じておかなければならない。

今まさに「日本にとっての海運」を国土交通省

交通政策審議会の海事分科会にて６月の取り纏め

を目指して議論していただいている。委員の皆様

には将来を見据えて我が国の海運業界を伸ばすこ

とこそ国益に繋がってゆくことを再認識いただい

た上で議論を尽くしていただければ幸いである。

またその議論の結果が我々海運業界の経営の進む

べき方向性と一致し日本の海運の明るい未来像を

示すものであることを期待したい。

海運業界の今
日 本 船 主 協 会 常 任 理 事
第一中央汽船株式会社 代表取締役社長 野村親信

巻 頭 言
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１

国際会議レポート

ケミカルタンカー等の爆発防止対策について審議
―IMO第５１回防火小委員会（FP５１）の模様―

２００７年２月５日から９日まで、ロンドンのRoyal

Horticultural Hallsにおいて、第５１回防火小委員会

（FP５１）が開催された。主要議題は、２０，０００DWT

未満のタンカーへのイナートガスシステム搭載義

務付け、固定式炭酸ガス消火装置の二段階操作要

件の遡及適用等についてであった。

同委員会での審議概要は次のとおりである。

１．２０，０００DWT未満のタンカーへのイナートガス

システム搭載義務付けについて

２０，０００DWT未満のタンカーへのイナートガスシ

ステム（IGS）の搭載義務付けについては、２００６年

５月の IMO第８１回海上安全委員会（MSC８１）にお

いて、今後の作業予定等について審議が行われ、

防火小委員会（FP）および設計設備小委員会（DE）

において検討を行い、同検討結果を２００７年１０月の

MSC８３に報告することが合意されていた。

そのため、今次会合では、� IGSの新造船への

適用、� IGSの現存船への適用について審議が行

われた。

� IGSの新造船への適用

審議において、多くの国が IGSの搭載により

火災�爆発事故の危険性を減少できると認識し
つつも、IGSの適用に関し、次のとおり問題点等

の意見が出された。

�ケミカルタンカー等の爆発事故は、通常の操作
手順を無視するなど人的な要因が事故に結びつ

いており、IGS搭載の有無は関係ないこと

�人的な要因を排除するため、荷役（Operation）

に関する指針が必要なこと

�ケミカルタンカーの荷役手順は通常のタンカー
と全く異なり、IGSの運用が複雑になること

�ケミカルタンカーでは、貨物タンク内が作業場
所となり、IGSを適用した場合の窒素ガスによる

酸欠の潜在的な危険性が高まること

�小容量の貨物タンクでは静電気の問題は発生し
ないことから、小型タンカーの危険性は大型タ

ンカーに比べて極めて低いこと

海運ニュース
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上記指摘を踏まえ、今後の検討方法について、

次のとおり合意された。

�IGSの有効性およびケミカルタンカーの運航に合

致した適用を考慮し、「低引火性物質を運送する

油およびケミカルタンカーの爆発を防止するた

めの措置」について、２年を目処に、関係小委

員会（FP、DEおよび BLG（ばら積液体・ガス

小委員会））の新規作業項目とすること

� IGSの現存船への適用

現存船への IGSの適用については、多くの国か

ら、次のとおり問題点が指摘された。

�ケミカルタンカーの荷役手順は他のタンカーと
は異なり、複雑であることから、IGSの運用が新

造船同様複雑になること

�IGSの性能基準が存在しないことから、現存船へ

の搭載の可否が判断できないこと

�対象となる貨物が特定されておらず、適用対象
船舶が不明であること

一方、荷役手順については、現存船にも適用可

能であることから、運用上の有効な火災�爆発防
止対策（手段）を検討すべきとの意見もあり、審

議の結果、次のとおりとすることが合意された。

� 新規作業項目では、新造タンカーのみを対

象とすること

� 上記検討結果により、要すれば、低引火点

の貨物を輸送する現存船（油およびケミカル

タンカー）について、適切な措置を検討する

こと

上記、新造船および現存船に関する合意事項は、

当会合からの勧告として、MSC８３に報告されるこ

ととなる。

２．固定式炭酸ガス消火装置の二段階操作要件の

遡及適用について

１９９４年１０月１日以降に船舶へ搭載される固定式

炭酸ガス（CO２）消火装置については、火災安全

設備のための国際コード（FSSコード）で規定され

る「２つの独立した制御装置」が、海上人命安全

条約（SOLAS条約）により要求されている。今次

会合において、本要件を同日より前に搭載された

当該 CO２消火装置へ遡及適用することの可否につ

いて議論が行われた。

日本およびギリシャは、容積の小さい機関室へ

の適用については要件を緩和すべきとの意見を表

明したが支持されず、機関室および貨物ポンプ室

の当該消火装置に対し、本要件を２００９年７月１日

（日付は仮）以降の入渠の時期より遡及適用する

ことが合意された。

今後は、本年１０月に開催される IMO第８３回海上

安全委員会において日付等に関して確認され、同

要件は承認される予定である。

３．非常用消火ポンプの揚程に関する IACSの統一

解釈について

国際船級協会連合（IACS）は、非常用消火ポン

プの揚程に関する規定（FSSコード１２章２．２．１．

３）に対する統一解釈を採択し、２００５年１月に開

催された FP４９に提出していたが、要件が厳しすぎ

るとのわが国からの指摘を受け、IACS内部にて同

統一解釈の再検討が行われていた。

その後、２００６年１月に開催された FP５０において、

同解釈の改正案がIACSより提出され、今次会合に

おいて審議を完了することが合意されていた。

同改正案では、当該ポンプの満足すべき揚程を

以下の場合に分けて算出し、それより容量の大き

いポンプを搭載することが規定されている。

�通常航海状態として、船舶の上下動（ヒーブ）
と縦揺れ（ピッチ）および横揺れ（ロール）と

の組み合わせにより算出された揚程。

�港内航行状態として、プロペラが１�３水面に
出ている状態において決定される揚程。

�ただし、バラスト水交換中や荷役中の状態は考
慮する必要なし。

今次会合において、わが国は、プロペラが１�
３水面に出ている状態は常識的な運航とかけ離れ

ていることから、８５％程度の没水状態に緩和すべ

きであると提案した。一方、国際海運会議所（ICS）

は、同改正案で規定されているヒーブおよびピッ

せんきょう Mar 2007● 3



２

チの状態は小さすぎであり受け入れられず、また、

バラスト水交換中や荷役中の状態も考慮に入れる

べきとの見解を示した。

審議の結果、ピッチとヒーブに関する検討を IMO

復元性・満載喫水線・漁船安全小委員会（SLF）に

て行った上で、次回 FP５２において再検討されるこ

ととなった。

（海務部：黒越・山崎）

長距離船舶識別追跡システムの運用詳細定まらず
―IMO第１１回通信・捜索救助小委員会（COMSAR１１）の模様―

国際海事機関（IMO）の第１１回通信・捜索救助

小委員会（COMSAR１１）が、２００７年２月１９日から

２３日までの間、ロンドンの Royal Horticultural Halls

において開催され、長距離船舶識別追跡システム

の運用要件、E�Navigation戦略等について審議が行

なわれた。

概要は次のとおりである。

１．長距離船舶識別追跡システムについて

� 経 緯

長距離船舶識別追跡システム（LRIT : Long

Range Identification and Tracking）とは、２００１年

９月の米国同時多発テロを契機に、国際的な保

安対策の構築を求める米国が提案した制度であ

り、締約国が衛星通信を利用して、洋上の何れ

の場所においても航行中の船舶の識別符号およ

び位置情報等を把握することを可能とするもの

である。LRITは船舶に対し、１日４回の位置お

よび船舶情報を旗国に対し発信することを要求

するシステムであるが、これにより得られたデ

ータは旗国、沿岸国および寄港国が利用する事

が出来る。

� 検討結果

今次会合では昨年１２月のMSC８２での決定に従

い、LRITの運用コストの扱いを中心とした検討

が行われた。

原則として船舶は LRIT通信に掛かる費用負担

を求められない事とされている。また、同船舶

データは捜索救難（SAR）活動への活用が期待さ

れているが、SAR活動におけるデータ費用は無

償とされている。

更に、船舶は旗国に対しデータ通報を行わな

ければならないが、必ずしも旗国がデータを利

用する必要が無い事となっている。

この考えの下、次の整理が行われた。

� 国内データセンター（NDC）、地域データセ

ンター（RDC）を設立し、これを利用する国

は、自国籍船の基本通報に掛かる費用を負担

すること

� これ以外の共通経費（オーバーヘッドコス

ト：図参照）については利用に応じ各データ

センター（DC）が負担すること

� 現在はどの程度のデータ利用が生ずるのか

予測が立たず、１通あたりのデータ料金（コ

スト）が確定出来ない状況である。このため、

次回作業グループ（６月開催）で課金問題に

ついて検討すること。これに関し、締約国は

どれぐらいの量のデータを利用する予定であ

るか見積もりを報告すること。

なお、国際データセンター（IDC）および国際デ

ータ交換（IDE）に関して米国が暫定的にその機能

を提供する用意がある旨表明しているが、LRIT

の全容が明確になっておらず、会合では、米国に

対し、次回海上安全委員会MSC８３で再度提案する

ことを要請した。

� その他

今回、マーシャル諸島は英国企業と契約して

NDCを設け、自国籍船舶約９００隻に対し、LRIT

通信試験を行った結果を報告した。これによる

と、不正確な位置表示の発生、旧型の装置では

通信が確立できず、換装、すなわち船主費用負

担が生ずる懸念などの問題があったとしている。
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それでは、 
１）１通信あたりの費用はどの程度になるのか？　これが見込めないと通信事業者が参入を検討することができない 
２）③－３　ＩＤＣが設立されなかった場合、これの利用を希望する国の船舶はデータを要求する入港国、沿岸国から不利益を被らないのか？ 

①情報発信 

②通信事業者 
（ＣＳＰ／ＡＳＰ） 

③－１国内データセンター（ＮＤＣ） 

③－２地域データセンター（ＲＤＣ） 

③－３国際データセンター（ＩＤＣ） 
④国際データ交換網（ＩＤＥ） 

⑥監督機関 

データ利用者 

⑤－１旗国 

⑤－２寄港国・沿岸国 

⑤－３救助・捜索（ＳＡＲ）活動 

通信費用の負担問題： 
データ利用国（ＳＡＲ活動を除く）がＬＲＩＴシステムの費用を負
担すること、および船主は費用を負担しない事が原則である。 
（上図点線ない） 
１）ＮＤＣ（ＲＤＣ）利用国はここに通報されたデータ費用をすべ
て負担する 

２）ＩＤＣ利用国は必要としたデータに応じて負担する 

左で述べた１）、２）以外のデータ、 
つまりＩＤＣ利用国データでどの国からも求められなかったものならびにＳＡＲ活動に係るデータ、およ
びＬＲＩＴ全体の共通経費（オーバーヘッドコスト）は、利用データ数（ＳＡＲ活動を除く）で按分のうえ、
データ利用者が負担する。 
  
即ち、 
①情報発信、②ＣＳＰ／ＡＳＰ、③－３　ＩＤＣを経由するが利用されないデータ、④ＩＤＥ、⑤－３　ＳＡＲ
活動、⑥監督機関の費用が１通当たりの通信費に上乗せされる。 

IDCについては米国がその設置に積極的である

ものの、特定国が世界の船舶の動静を把握できて

しまうことに各国が懸念を示している。

一方で、各国の反対により IDCが設立されない

となれば、IDCへのデータ通報で対応しようとす

る旗国船の航行上、問題が生ずる可能性が考えら

れる。

つまり、IDCを利用しようとしていた国籍の船

舶に対しては入港国あるいは沿岸国が、自国のNDC

（または RDC）を通じてデータ通報を行った場合の

み当該船舶の入港あるいは沿岸通過を許可する可

能性が考えられることなどである。この様な問題

への明確な解答は出ておらず、課金問題を含め、

LRIT運用に関する今後の議論には注意が必要であ

る。

２．E�Navigation 戦略
船舶の安全およびセキュリティー向上を目的と

する船陸システム構築を目指す、E�Navigation戦

略※が昨年より開始されたが、今次会合ではこの基

本思想について意見交換が行われた。

この戦略の実現には船員への負担増とならず、

信頼性・セキュリティーが維持でき、共通する通

信技術で運用される必要があり、例えば電子海図

の各情報を自動で判断し、航行安全に寄与する装

置および同装置への常時最新情報の提供なども要

素として考えられる。

なお、設備としては捜索救助を目的とした既存

の GMDSS機器では不十分であり、ブロードバン

ドの活用が必要であるとの認識が示された。

※E�Navigation戦略については総合的な航海システムの発

展と捉え、我が国も昨年設置されたコレスポンデンス

グループに参画し、策定を目指している。

（海務部：小松・平尾）
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３
パナマ運河通航料値上げ案に重大な懸念
―アジア船主フォーラム（ASF）シッピング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）
第１９回中間会合の模様―

２００７年２月２８日、沖縄（宜野湾市）において、

ASFシッピング・エコノミックス・レビュー委員

会（SERC）の第１９回会合が開催された。

同会合は、２００５年１２月の第１８回会合（於東京）に

続くもので、ASFメンバー船協から６カ国�地域
の代表１９名が参加、当協会からは芦田 SERC委員

長（当協会常任理事、商船三井社長）をはじめ５

名が出席し、率直かつ活発な意見交換の後、了解

事項を採択して会合を終了した。（了解事項、出席

者リストは【資料１】、【資料２】の通り）

会合では、太平洋およびアジア域内コンテナ航

路の需給見通し、ドライバルク�タンカーの市況
動向のほか、パナマ運河通航料値上げ提案や独禁

法適用除外問題など海運を取り巻く重要事項につ

いても議論された。議論の主要点は以下のとおり

である。

� 定期船部門

�太平洋トレード：２００７年の需給関係はよりタイ
トになると期待される一方、特に米国内輸送費

を中心とする高コスト状況に深い懸念が示され

た。高品質サービス維持のため、運賃の修復と

運航コスト上昇分回収の必要性に関する荷主の

理解改善に向け最大限努力すべきとの認識を共

有した。

�アジア域内トレード：力強い中国経済やベトナ
ム市場の急成長を踏まえ、２００７年のコンテナ荷

動きは引き続き好調と予想される一方、低い用

船料や船腹カスケード効果による供給過剰の懸

念が共有された。

�荷主との良好な関係を促進する必要性を再確認
し、その一例として東京で開催された「コンテ

ナ・シッピング・フォーラム」が報告された。

アジアにおける荷主�船社間の建設的な関係を
増強するため、対話に基づく努力を継続してい

くことで一致した。

� ドライバルク�タンカー部門
�ドライバルク：２００７年は特に中国での旺盛な貨
物需要により市場は着実に拡大を続ける。２００７

－２００８年には新造船引渡し予定の減少が見込ま

れていることを踏まえ、需給バランスの改善が

予想された。

�タンカー：中国�その他新興地域における輸送
需要の伸びにより、低調傾向にある市況は改善

されるとの見方で一致した。また、シングルハ

ル・タンカーのフェイズ・アウトが将来の市況

を左右する大きな要素であることが認識された。

� パナマ運河庁（PCA）通航料値上げ提案

�急激な値上げを３年という短期間に実施しよう
とする提案に対し重大な懸念が表明された。現

ASF議長（韓国船協会長）に対し、ASFを代表

して PCAに強い反対を申し入れる意見書を提出

するよう求めることに合意した。

� 独禁法適用除外制度

�大多数の国での好ましい動きに留意する一方、
EUが定期船同盟に対する包括適用除外の廃止を

決定したことに懸念を表明した。

�同制度は国際貿易需要に必要とされる投資能力
を維持するため不可決であり、市場安定メカニ

ズムを廃止することはサービスを不十分にする

危険性がある。船社間協定が果たしている重要

な役割を政府や荷主など関係者の理解を得るた

め継続的に努力する。

� その他

�最近のベトナムのWTO加盟、アジアにおける

FTA（自由貿易協定）の進行が荷動きに与える好

影響、国際海上物品運送条約の新草案の動向に

ついても意見交換が行われた。

（企画部：笠原）
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【資料１】

２００７年２月２８日、沖縄

（２００７年３月５日東京で発表）

了 解 事 項

アジア船主フォーラム（ASF）

シッピング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）

第１９回中間会合（沖縄）にて採択

アジア船主フォーラム（ASF）シッピング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）第１９回中間会

合は、ASFメンバーであるアセアン、中国、台湾、香港、日本、韓国の各船主協会から１９名の代表が出

席し、２００７年２月２８日に沖縄で開催された。出席者名簿は添付の通り。

１．世界経済の概要

出席者は、世界経済、特に米国及びアジア経済の動向について意見交換した。会合では、２００６年第４

四半期に３．５％＊の GDP成長を記録した米国経済は、住宅市場の鈍化にもかかわらず、安定した個人消費

と資本投資を背景に２００７年も緩やかながら持続的なペースで成長を継続するとの予測に注目した。東ア

ジアの状況については、しっかりとした中国経済を主な要因とした力強い経済成長が続くであろうと予

測された。これに関連し、会合は、ベトナムのWTO加盟がアジア経済に更なる前向きな効果をもたらす

であろうとの見方で一致した。

＊２００７年１月３０日発表の公式速報値

２．ドライバルク�タンカー部門
１）ドライバルク部門については、中国向け鉄鉱石をはじめとする荷動きの着実な増加を背景として、

２００６年の市況は概ね好調だったことが報告された。２００７年のドライバルク市場は、順調な世界経済の成

長と、特に中国での旺盛なドライバルク貨物需要により、着実な拡大を続けるであろうとの期待が示

された。会合は、同マーケットが新造船引渡しのピークとなった２００６年を持ち堪え、更に２００７年および

２００８年には同引渡し予定が減少傾向になると見られていることから、需給バランスの改善が予想され

ることを認識した。

２）タンカー部門については、原油価格が反落した２００６年秋以降、市況が例年になく低調傾向にあるこ

とが報告された。しかしながら、出席者は中国およびその他新興地域における輸送需要の伸びにより、

市況は改善するであろうとの見解で一致した。また、将来の市況は、２０１０年までのシングルハル・タ

ンカーのフェイズ・アウトが如何にスムーズに行われるのか、そして、良好な地政学的状況が条件と

はなるものの、同フェイズ・アウトに関連してどの程度の新規船腹が市場に投入されてくるのかに大

きく左右されるであろうということが認識された。

３．定期船部門

１）会合は、太平洋トレードでは貨物量の二ケタ成長にも関わらず、低迷した運賃に加え、急騰した燃

料費、高額の米国内輸送費と港湾費用等のコスト増により、２００６年はほとんどの定航船社が業績不振

だったことにつき、遺憾の意を共有した。２００７年の市況見通しについては、米国の良好な経済動向を

勘案すれば、東航の荷動き量は９％から１２％増加すると見られる一方、実際に利用可能な船腹量は同
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荷動き量と同等か、もしくはそれを下回る程度の増加になるものと思われ、よりタイトな需給関係と

なることが期待される。一方、特に米国内輸送費を中心に引き続く高コスト状況に対し、深い懸念が

示された。会合はこのような状況を踏まえ、太平洋トレードに従事する全ての CEOは、高品質サービ

ス維持のため、運賃の修復と運航コスト上昇分回収の必要性に関する荷主の理解改善に向け、最大限

の努力を継続すべきであるという共通理解に達した。

２）アジア域内トレードに関しては、旺盛な貿易量が維持されるであろうこと、そして力強い中国経済

が引き続きアジアの好調なコンテナ荷動きを支える原動力となるであろうことが認識された。これに

関連し、ベトナムにおけるコンテナ市場の急成長がアジア域内トレードにもたらす追加的な好影響に

特別な注目が示された。一方、出席者は低い用船料と他航路からの船腹カスケード効果により供給過

剰が起こりうることに関し懸念を共有した。また、特に燃料油価格をはじめとする高コスト状態が船

社にとってのマイナス要因となっていることが留意された。このような状況を踏まえ、会合は、現状

の運賃水準は近年のコスト上昇による損失を補填できる程度のものではないこと、従って十分なサー

ビスの維持と高まる需要への対応に必要とされる設備投資に向け、認可された航路協定における更な

る運賃修復に向けた努力が極めて重要であるとの見解で一致した。

３）出席者は、航路市況に関する荷主のより良い理解を得るため、荷主との良好な関係を促進すること

が不可欠であることを再確認した。この点に関する船社努力の一例として、日本政府関係者および東

京に拠点を置く荷主�船社の出席の下、２００６年６月と１１月に東京で開催された「コンテナ・シッピン
グ・フォーラム」の模様が報告された。SERC会合は、アジアにおける荷主と船社間の建設的な関係を

増強するため、対話に基づく最大限の努力を継続していくことで一致した。

４）更に CEOは、太平洋およびアジア域内の両航路において、自社、とりわけ各地域の営業部門に対し、

コストを正確に反映し、かつ経済的に持続可能な運賃政策に基づいて指揮していくよう要請された。

また、実際の市況と予測データとが頻繁に食い違うことによる無用の混乱を避けるべく、海運業界は

第３者の市況予測に対し慎重に対応すべきことが指摘された。

４．定期船海運業に対する独禁法適用除外制度

競争法に関連し、豪州・中国・香港・日本・シンガポール・EUにおける最近の動きが報告された。SERC

メンバーは、大多数の国における好ましい動きに留意する一方、EUが定期船同盟に対する包括適用除外

の廃止を決定したことに懸念を表明した。出席者は、健全な海運業界と、増加する国際貿易需要を支え

るために必要とされる投資能力とを維持するためには、独禁法適用除外制度が不可欠であるという ASF

の長年の立場を再確認した。この長年に亘り築き上げられてきた市場安定化メカニズムを廃止すること

は、未曾有の貿易成長下において投資やサービスを不十分なものとする危険性があり、除外制度はまさ

に貿易業界全体に利益をもたらすものである。各船社は、貿易を支える上で船社間協定が果たしている

重要な役割について、政府や荷主など関係者の理解を得るための継続的な努力を行うべきであることが

合意された。

５．その他

１）パナマ運河庁（PCA）が通航料値上げ案を最近発表したことが報告された。第３の閘門建設資金を確

保する手段として、全船種を対象に２００７年から２００９年に亘り、１年当たり平均約１０％の値上げが提案さ

れている。提案された値上げ額は容認し難い高額なもので、特にコンテナ船・タンカー・自動車専用

船のコストに重大な影響を及ぼすものと思われる。出席者は、PCA提案は明らかに船社の事業計画に
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大きな影響を与えるものであるとの重大な懸念を表明した。一方、スエズ運河庁が２００７年３月に相当

な通航料値下げを公表するとの情報を踏まえ、パナマ運河の代替ルートの採算性が真剣に検証される

ことになろう。会合では、向こう３年間のパナマ運河通航料値上げ提案は、より長期間に分散して実

施されるべきとの考えで一致した。議論の結果、SERCは現 ASF議長（注：韓国船協会長）に対し、

ASFを代表して PCAに通航料値上げ案への強い反対を申し入れる意見書を出すよう求めることを決定

した。

２）最近のWTOの動向が報告された。会合ではドーハ・ラウンド交渉の再開に歓迎の意が示された後、

海運業界における既存の自由貿易慣行を成文化するため、各出席者は、サービス貿易に関する一般協

定（GATS）に海上輸送サービスを盛り込む重要性について引き続き訴えていくよう改めて要請された。

また、会合は世界貿易に好ましい影響を与えるであろうベトナムのWTO加盟を温かく歓迎した。

３）アジアにおける自由貿易協定（FTA）と二国間のダイナミックな経済関係の拡大が、アジアの経済と

荷動きに前向きの影響を与えていることが留意された。出席者は、こうした展開が引き続き促進され

ていくことへの期待感を確認した。

４）国際海上物品運送条約の新草案に関する最近の動向が報告された。同条約案は国連国際商取引法委

員会（UNCITRAL）で審議されており、主にコンテナ輸送における貨物の滅失や損傷に関する運送人

の責任と賠償範囲に統一性を与えるためのものである。同条約案は、海上輸送とインダーモーダル輸

送の両方を対象としている。出席者は、新条約の動向について細心の注意を払うよう要請された。

【資料２】

アジア船主フォーラム（ASF）

シッピング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）

第１９回中間会合

日 時：２００７年２月２８日（水）

場 所：沖縄（ラグナガーデンホテル）

出 席 者

委 員 長

芦田 昭充 日本船主協会常任理事（商船三井社長）

メンバー

〈中国船主協会〉

Mr Yutaka Ikemoto (Vice President, China Shipping Container Japan Co., Ltd)

Mr Jiang Hong Shou (Vice President, Sinotrans Japan Co., Ltd.)

〈アセアン船主協会連合会〉

〈インドネシア船主協会〉

Mr Jaka A Singgih (Group Managing Director, Bumi Laut Group)

〈シンガポール船主協会〉

Mr Goh Teik Poh (Senior Vice President, Global Operations & Network, APL Co. Pte Ltd.)

〈タイ船主協会〉

Mr Teoh Tee Hien (Executive Vice President (Trade), Regional Container Lines Group)
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１

内外情報

トン数標準税制の進捗状況
―第１２回海事分科会の模様―

トン数標準税制（以下、トン数税制）について

は、昨年末に取りまとめられた平成１９年度与党税

制改正大綱において、「法律整備を前提に、平成２０

年度の税制改正において具体的に検討する」との

結論が得られ、今後は審議会等において検討して

いくこととなった。（本誌２００７年１月号Ｐ．２参照）

平成１９年２月８日、国土交通大臣の諮問機関で

ある交通政策審議会（会長：御手洗冨士夫・日本

経団連会長）に対し、冬柴鐡三・国土交通大臣よ

り、今後の安定的な海上輸送のあり方についての

諮問があり（諮問第５０号）、同審議会は下部組織の

海事分科会（分科会長：馬田一・日本鉄鋼連盟会

長）に審議を付託した。これを受け、第１２回※海事

分科会が２月１６日（金）に開催され、当協会からは、

〈ベトナム船主協会〉

Mr Vu Huu Chinh (Vice President, Vietnam National Shipping Lines)

〈香港船主協会〉

Mr Yao�Tsu Chien (President, OOCL (Japan) Ltd)

〈日本船主協会〉

清水 俊雄 （川崎汽船専務取締役）

薬師寺正和 （商船三井専務執行役員）

石田 忠正 （日本郵船副社長）

井上登志仁 （商船三井経営企画部部長代理）

〈韓国船主協会〉

Mr J S Lee (Executive Vice President, Hanjin Shipping Co., Ltd.)

Mr C K Yoo (Executive Vice President, Head of Container Business Div.,

Hyundai Merchant Marine Co., Ltd.)

〈台湾船主協会〉

Mr Arnold Wang (Chairman, Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd.)

Mr C K Ong (President, U�Ming Marine Transport Corp.)

Mr Randy Chen (Director, Wan Hai Lines Ltd.)

Mr Tony B C Chow (Senior Executive Vice President, Wan Hai Lines Ltd.)

Mr R B Chiou (Senior Executive Vice President & Executive Officer of

Liner Business Group, Yang Ming Marine Transport Corp.)

弁 護 士

Mr Jeffrey F Lawrence (Partner, Sher & Blackwell)

事 務 局

園田 裕一 （日本船主協会企画部長）

中村 憲吾 （日本船主協会企画部係長）

笠原 永子 （日本船主協会企画部）
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鈴木会長が出席した。（※これまでの通算回数）

同会議では、はじめに冬柴大臣より挨拶があり、

続いて海事局より諮問内容の説明および海運の現

状（�国際海上輸送確保関係「世界経済の動向、
不定期船部門・定期船部門の動向、我が国外航海

運の動向、諸外国の海運を巡る状況」、�内航事業
関係、�ヒューマンインフラ関係、�その他（造
船）」について配布資料（省略）に基づき説明があ

った。

引き続き、自由討議が行われ、渡文明委員（石

油連盟会長）や桝本晃章委員（電気事業連合会副

会長）から、「我が国外航海運業の国際競争力の強

化のためにも、ぜひ諸外国において導入されてい

るトン数税制を我が国にも導入していただきたい。

諸外国に比して遜色ない海運税制の導入が、我が

国の資源安定供給に資するものである」旨の発言

があった。

今後については、海事分科会に、「国際海上輸送

部会」と「ヒューマンインフラ部会」の２つの部

会を設置し、本年６月までにそれぞれ５回の会合

を行い審議し、中間取りまとめ（答申）をするこ

とが決定された。また国際海上輸送部会について

は、７月以降も引き続き、関係課題について審議

していくこととしている。

トン数税制については、国際海上輸送部会にお

いて審議することとされており、当協会からは鈴

木会長が委員として海事分科会および両部会に参

画し、トン数税制の実現に向け、鋭意意見反映し

ていく。

（企画部：宇佐美）

【資料１】

国海総第４１５号

平成１９年２月８日
交通政策審議会

会 長 御手洗 冨士夫 殿
国土交通大臣

冬柴 鐵三

交通政策審議会への諮問について

国土交通省設置法第１４条第１項第１号の規定に基づき、下記事項について諮問する。

記

諮問第５０号

今後の安定的な海上輸送のあり方について

諮問理由

四面を海に囲まれた我が国は、海を通じて経済と国民生活を支えており、安定的な海上輸送の確保は、

我が国の発展にとって極めて重要な課題である。

現在、外航海運は、世界的な荷動きの増大により活況を呈しているが、世界の海運会社間の競争は激

化の一途を辿っている。一方、我が国外航海運は、商船隊の中核たる日本籍船が、国際競争力の喪失か

ら極端に減少し、これに伴い外航日本人船員も大幅に減少するなど、我が国経済、国民生活の向上にと

って不可欠の安定的な国際海上輸送の確保の面において危機的な状況にある。また、内航海運にあって

も、船員の高齢化、後継者不足が顕在化し、国内物流の基幹としての安定的な輸送の確保の面において

憂慮すべき事態となっている。

我が国がグローバルな国際経済社会の中において、海洋国家として、また、貿易立国として、今後と

も持続的成長を遂げていくため、外航海運が果たすべき役割、日本籍船の増加、外航日本人船員の確保
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・育成を中心として将来にわたり安定的な国際海上輸送を確保するためいかなる海事政策を展開すべき

か、また、内航海運においても人材の育成という課題を克服し、我が国経済の根幹としての機能を今後

とも果たすためいかなる方策を講ずべきか、本審議会のご意見を賜りたく諮問するものである。

【資料２】

国交政審（海）第１号

平成１９年２月９日
交通政策審議会海事分科会

分科会長 馬田 一 殿
交通政策審議会

会 長 御手洗 冨士夫

交通政策審議会 海事分科会への付託について

国土交通大臣から本審議会に対し諮問第５０号「今後の安定的な海上輸送のあり方について」がありま

したので、交通政策審議会運営規則第８条第１項の規定に基づき海事分科会において審議され、その結

果を報告されるようお願いいたします。

【資料３】

国際海上輸送部会およびヒューマンインフラ部会の設置について

（根拠法令）国土交通省設置法（平成１１年法律第１００号）

交通政策審議会令（平成１２年６月７日政令第３００号）

１．組織図

交通政策審議会 国土交通省設置法 第６条、第１４条

海 事 分 科 会 交通政策審議会令 第６条

部 会 交通政策審議会令 第７条 調査審議事項に応じて設置する

２．設置する部会

当面、次の部会を設置する。

�国際海上輸送部会
安定的な国際海上輸送の確保のための海事政策のあり方について調査審議する。

�ヒューマンインフラ部会
優秀な日本人船員（海技者）の確保・育成について調査審議する。

【資料４】

国際海上輸送部会およびヒューマンインフラ部会の日程

【国際海上輸送部会】

第１回部会 ３月１９日（月）１５～１７時

第２回部会 ４月１３日（金）１６～１８時

第３回部会 ５月１８日（金）１０～１２時
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第４回部会 ６月８日（金）１４～１６時 中間とりまとめ骨子

第５回部会 ６月２８日（木）１４～１６時 中間とりまとめ

７月以降も審議予定

【ヒューマンインフラ部会】

第１回部会 ３月１２日（月）１３時半～１６時

第２回部会 ４月１９日（木）１３時半～１６時

第３回部会 ５月２４日（木）１３時半～１５時半

第４回部会 ６月１３日（水）１３時半～１５時半 中間とりまとめ骨子

第５回部会 ６月２７日（水）１３時半～１５時半 中間とりまとめ

【資料５】

平成１９年２月１６日

交通政策審議会 海事分科会 委員名簿

（敬称略、会長及び会長代理を除いて五十音順）

海事分科会委員

会 長 馬田 一 �日本鉄鋼連盟会長
会長代理 杉山 雅洋 早稲田大学大学院商学学術院教授

圓川 隆夫 東京工業大学教授

松田 英三 �読売新聞社論説副委員長
山村レイコ 国際ラリーライダー

海事分科会臨時委員

赤塚 宏一 神戸大学監事

秋山 昌廣 �シップ・アンド・オーシャン財団会長
今津 隼馬 東京海洋大学理事

太田 和博 専修大学商学部教授

大日向正文 �旭硝子株式会社執行役員
岡部 正彦 �日本物流団体連合会会長
越智 忍 今治市長

栢原 信郎 国際船員労務協会会長

河野真理子 早稲田大学法学部教授

來生 新 横浜国立大学副学長

佐々木幹夫 �日本貿易会会長
杉山 武彦 一橋大学学長

鈴木 邦雄 �日本船主協会会長
南部 鶴彦 学習院大学経済学部教授

西岡 喬 �日本造船工業会会長
深澤 旬子 �パソナ取締役専務執行役員
藤澤 洋二 全日本海員組合組合長
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真木 克朗 日本内航海運組合総連合会会長

桝本 晃章 電気事業連合会副会長

松尾 正洋 日本放送協会解説委員

宮下 國生 大阪産業大学経営学部教授

村木 文郎 �日本旅客船協会会長
山口 公生 日本政策投資銀行副総裁

渡 文明 石油連盟会長

【資料６】

交通政策審議会 海事分科会 国際海上輸送部会 委員名簿

（敬称略、五十音順）

氏 名 現 職

委 員

馬田 一 �日本鉄鋼連盟会長
松田 英三 �読売新聞社論説副委員長
臨時委員

赤塚 宏一 神戸大学監事

秋山 昌廣 �シップ・アンド・オーシャン財団会長
太田 和博 専修大学商学部教授

岡部 正彦 �日本物流団体連合会会長
河野真理子 早稲田大学法学部教授

佐々木幹夫 �日本貿易会会長
杉山 武彦 一橋大学学長

鈴木 邦雄 �日本船主協会会長
南部 鶴彦 学習院大学経済学部教授

西岡 喬 �日本造船工業会会長
藤澤 洋二 全日本海員組合組合長

桝本 晃章 電気事業連合会副会長

山口 公生 日本政策投資銀行副総裁

渡 文明 石油連盟会長

【資料７】

交通政策審議会 海事分科会 ヒューマンインフラ部会 委員名簿

（敬称略、五十音順）

氏 名 現 職

委 員

杉山 雅洋 早稲田大学大学院商学学術院教授
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国土交通省の審議会等（概要） 

①　国土審議会 

②　社会資本整備審議会 

③　交通政策審議会 
④　運輸審議会 

⑤　中央建設工事紛争審査会 

⑥　中央建設業審議会 

⑦　土地鑑定委員会 

⑧　国土開発幹線自動車道建設会議 

⑨　中央建築士審査会 

⑩　航空・鉄道事故調査委員会 

⑪　独立行政法人評価委員会 

⑫　奄美群島振興開発審議会 

⑬　小笠原諸島振興開発審議会 

運輸政策審議会 

運輸技術審議会 

観光政策審議会 

新幹線鉄道審議会 

海運造船合理化審議会 

海上安全船員教育審議会 

港湾審議会 

航空審議会 

気象審議会 

旧運輸省の審議会 

旧建設省の審議会 

旧国土庁の審議会 

① 交通体系分科会 

　計画部会 

　環境部会 

　地域公共交通部会 

② 港湾分科会 

　物流・産業部会 

　環境・安全等部会 

　環境部会 

　安全・維持管理部会 

③ 海事分科会 

　内航海運部会 

　水先制度部会 

　国際海上輸送部会 

　ヒューマンインフラ部会 

④ 観光分科会 

⑤ 航空分科会 

　空港整備部会 

　航空保安システム整備部会 

⑥ 気象分科会 

⑦ 技術分科会 

　技術部会 

⑧ 陸上交通分科会 

　自動車交通部会 

　鉄道部会 

国土交通省のホームページ情報を 
参考に当協会が作成 

H１９年２月現在 

省庁再編に 
伴い審議会 
等も再編 
（平成１３年） 

山村レイコ 国際ラリーライダー

臨時委員

赤塚 宏一 神戸大学監事

今津 隼馬 東京海洋大学理事

大日向正文 �旭硝子株式会社執行役員
越智 忍 今治市長

栢原 信郎 国際船員労務協会会長

來生 新 横浜国立大学副学長

鈴木 邦雄 �日本船主協会会長
深澤 旬子 �パソナ取締役専務執行役員
藤澤 洋二 全日本海員組合組合長

真木 克朗 日本内航海運組合総連合会会長

松尾 正洋 日本放送協会解説委員

宮下 國生 大阪産業大学経営学部教授

村木 文郎 �日本旅客船協会会長

【資料８】

国土交通省の審議会等（概要）
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２ 独禁法適用除外制度に関する内外の動き

外航船社間協定に関する独禁法適用除外制度（除

外制度）に関する日本、米国、香港の最近の動き

を以下の通り取りまとめた。

� 日 本

海上運送法で定められる我が国の外航船社間

協定に対する独禁法適用除外制度（除外制度）

に関し、公正取引委員会は２００６年１２月６日、前

回の海上運送法改正（１９９９年）時の制度維持理

由は今日では成立していないとして、同法と外

航海運業を所管する国土交通省に制度の要否の

検討を期待する旨を明らかにした。これを受け

た国交省は同日、同省としては除外制度は適正

に機能していると認識するものの、今後制度の

あり方について十分に検討を行うことを表明し

ている。（詳細は本誌２００６年１２月号Ｐ．１２参照）

その後、国交省による検討については、既存

の日本海運振興会海運経済委員会（委員長：杉

山武彦・一橋大学学長、メンバーは学識経験者

・国土交通省海事局・当協会・荷主協会から成

り、０４年５月に発足）＊１を中心として進められ

ることが明らかにされた他、０７年夏以降、国交

省の交通政策審議会海事分科会（分科会長：馬

渕一・日本鉄鋼連盟会長）においても審議が行

われる見通しである。

＊１ 日本海運振興会は０７年４月１日付で日本海事財団

との統合が予定されているが、新法人（日本海事セ

ンター（仮称））においても海運経済委員会の活動を

引き継ぐ組織が設置される予定。

� 米 国

２００４年に設置された独禁改革委員会（AMC）は、

反トラスト法適用に関わる全分野に関し検討を

行っており、海事法による適用除外も検討項目に

加わっている。本件に関しては、船社はWSC＊２

が中心となってコメント提出や公聴会への出席

等を行い、現行制度維持を求めている。

０７年１月１１日に開催された公開会議では、報

告書の骨子案および大統領・議会への勧告案が

検討された。（添付【資料】参照）会議資料およ

び意見交換では、海運に関する特段の言及はな

かったものの、勧告案は除外制度（一般）の要

件を厳しく規定し、制度の立証責任は除外制度

を享受する側に求めるなど、制度は必要最小限

に留めるべきとの AMCの考え方が反映されたも

のとなった。

今後、０７年春～夏頃には最終報告書が取りま

とめられ、大統領および議会に提出されるもの

と見られる。なお、報告書の取り扱いについて

は、大統領・議会に委ねられることとなる。

＊２ WSC（World Shipping Council：世界海運評議会）

：米国発着の世界の主要船社２８社による団体。本

部：ワシントンDC。邦船社では、川崎汽船、商船

三井、日本郵船が加盟。

� 香 港

香港ではこれまでのところ、いわゆる競争法

や競争当局が存在していない。このため、１９９７

年１２月に設置された競争政策諮問委員会（COM-

PAG）が競争政策の検討を開始し、２００６年６月

には COMPAGの傘下に設置された競争政策検討

委員会（CPRC）が分野横断的な競争法新設を推

奨する報告書を公表している。

これを受け、０６年１１月６日、香港政府経済発

展及労工局は、香港の競争政策のあり方に関す

る論点ペーパー（Discussion Document）を公表

し、０７年２月５日を期限としてコメントを募集

した。今のところ、この結果等は公表されてい

ないが、船社サイドは、香港定期船協会（香港

発着定期船社からなる団体。香港船主協会とは

別組織）が中心となり、外航海運に対する適用

除外制度策定の必要性を働きかけている。

（企画部：山上）

16●せんきょう Mar 2007



３
海賊事件は世界全体で�年連続減少、バングラデシュ
海域では急増
―２００６年の海賊事件発生状況―

国際商工会議所（International Chamber of Com-

merce＝ICC）の下部組織である国際海事局（Inter-

national Maritime Bureau＝IMB）は、２００５年に同

海賊情報センター（クアラルンプール）に連絡の

【資料】

AMC＊暫定勧告案（Tentative Recommendations０７．１．１１）概要

〈適用除外・適用免除関連の主要事項〉

�自由競争を制限する行政措置（反トラスト法適用除外制度（以下「除外制度」）および価格・参入規制
等の経済規制）は、原則として消費者の利益を阻害するものであり、可能な限り規制緩和を推進すべ

き。

�除外制度を認める場合は、以下の場合に厳しく限定されるべき。
� 制度を享受する側が反トラスト法に基づく賠償責任を負うこと。（当協会注：現在、海事法による

適用除外の範囲内の行為に関しては、反トラスト法による損害賠償請求は不可能）

� 除外制度が目指す社会的目標が、競争を通じて得られる消費者福祉を上回るものであること。

�除外制度を求める者は、上記�および、除外制度がその目的を達成するにあたって最も競争制限的で
ない手段であるとの証拠を提出すべき。

�除外制度導入にあたっては、議会はその範囲を可能な限り限定し、かつ制度を期限（サンセット条項）
付のものとすべきであり、裁判所は、除外制度を可能な限り狭く解釈すべき。

〈その他〉

�ロビンソン・パットマン法（１９３６年制定、差別的価格設定を禁止。立法主旨は、大手チェーン店によ
る安売りに対する中小小売店の保護）は廃止すべき。

�ステイトアクション理論に基づき、団体（電力会社等）の行為が州政府の認可と積極的監視を条件に
適用除外となる場合、裁判所は最高裁判例を踏まえた厳格な審査に努め、効果の大半が州外に及ぶ行

為には、適用除外を認めるべきではない。なお、同理論を法制化する必要はない。

�知的財産分野や技術革新分野等、変化の激しい新興分野に対応する目的で現行反トラスト法を改正す
る必要はなく、他産業同様の競争分析手法を用いるべき。

�連邦取引委員会と司法省反トラスト局は合併に係る調査等を実施するにあたり、両者の協調体制を確
立するとともに、調査の迅速性・透明性向上に努める必要がある。

�当該分野の専門家であれば容易に発明できるもの（自明性の発明）に対して特許を与えることは、特
許の乱造、特許訴訟の頻発、特許関連技術への参入障壁、等の弊害を生じるおそれがあり、競争や技

術革新を阻害する。

�競争法に関する米国と他国との協力関係の構築を発展させていく必要がある。
�経済規制下にある産業に対しても、反トラスト法を可能な限り適用するよう努めるべきであり、反ト
ラスト当局と規制官庁は規制措置と競争に関する協議を行っていく必要がある。

＊独禁改革委員会（Antitrust Modernization Commission）
反トラスト法全体の見直しを行うため２００４年に設置された委員会。大統領及び議会から任命された１２名の委員（主に

学識経験者）により構成され、２００７年春に大統領・議会に報告書を提出する予定。
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あった海賊事件（未遂事件も含む）の報告書を発

行した。

また、国土交通省海事局外航課は、わが国外航

海運事業者等から２００６年に日本関係船舶が受けた

海賊行為等による被害状況を調査し、その結果を

公表した。

これらの概要は以下のとおりですが、関係各社

におかれても、政府等関係機関に対する防止対策

強化の要請に資するため、事件に巻き込まれた際

には、関係先への通報をお願いいたします。

１．２００６年 IMB海賊レポート概要

２００６年に報告のあった海賊事件は２３９件で、昨年

より３７件、約１３％減り、３年連続の減少となった。

世界各地域で海賊発生件数は減少傾向にある。

世界全体の約３５％を占めた東南アジア地域での

発生件数は、昨年の１０２件から８３件と約１９％の減少

となった。特に世界で最も海賊事件発生件数の多

いインドネシアにおいて、件数が昨年の７９件から

５０件に減少した。これは海賊に対するインドネシ

アの法的執行機関および海軍の存在が、発生件数

減少に大きく起因していると報告書では分析して

いる。

昨年、事件が急増したソマリアを含むアフリカ

地域も６１件の発生と昨年から約２４％の減少となっ

たが、ソマリア沿岸での身代金目的のハイジャッ

クやナイジェリアの誘拐等、生命を脅かす凶悪な

事件は依然として発生している。

世界各地域で海賊発生件数が減少する一方、イ

ンド亜大陸地域では、昨年の３６件から５３件へ唯一

発生件数が増加している。この５３件の内、４７件の

海賊事件がバングラデシュで発生しており、イン

ドネシアの５０件に次ぐ世界第２位の海賊事件発生

国となった。特にバングラデシュ・チッタゴン港

で、停泊・錨泊中の船舶が襲撃されるケースが急

増していることから（４６件）、報告書では、同港を

世界で最も危険な港として警戒するよう呼びかけ

ており、バングラデシュ政府の事件への対策が十

分でないとしている。（［表１～３］参照）

［主な事件の概要］

� ２００６年７月２日、インドネシア時間の９時３０

分頃、航行中のインドネシア籍「Pacific Spirit」号

が、マラッカ海峡において、重火器で武装した

海賊に襲撃された。同船は、インドネシア・北

スマトラ Lhokseumaweへ国連の津波救済物資を

運ぶチャーター船であった。軍の作業着を着た

６名の海賊は、貨物書類を見せるように要求し、

現金と乗組員の私物等を奪い立ち去った。その

際、船長に対し、この件を報告した場合、次回

同じ航路を通過する際に殺害すると脅した。

翌日の７月３日、ほぼ同じ場所で同じような時

刻に、国連津波救済物資輸送船「Bintang Samu-

dra」（インドネシア籍）が１２人の海賊に襲撃され、

現金、燃料等を奪われた。海賊はアチェ州独立

派のゲリラである自由アチェ運動（GAM）のメ

ンバーを名乗っていた。

� ２００６年２月１７日２０時５５分頃、シンガポールの貨

物船「Name Withheld」号が、バングラデシュ・

チッタゴンに錨泊中、１０名の海賊に襲撃された。

海賊は乗組員１名を人質に取り、暴行を加え、

縛り上げた上、喉元にナイフを突きつけ脅した。

当直の航海士が警報を鳴らし乗組員が集められ

たが、海賊はロッカーを壊し、船用品を奪って

逃走した。船長は沿岸警備隊と港湾当局にこの

件を報告したが、沿岸警備隊が捜査のためにや

って来たのは翌日であった。

また、同船は同年３月４日深夜、同じ場所で

錨泊中に１２名の海賊に乗船されそうになり、一

旦は退けたものの、約４時間後に再び襲撃され、

海賊に乗り込まれた。この件に関しても、沿岸

警備隊および港湾当局に報告している。

� ２００６年１１月１日１９時３０分頃、セントキッツ＆ネ

ーヴィス籍の一般貨物船「MV Veesham�」号が、
ソマリア Elmann沖を航行中に武装した海賊にハ

イジャックされた。海賊は同船を Obbia（北方）

へ向かわせ、船長以下１４名の乗組員と同船の解

放の見返りとして身代金を要求した。

１１月７日、イスラム法廷連合（The United of

Islamic Court）の民兵が、銃撃戦の末、海賊から
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同船を奪い返した。この銃撃戦で海賊２名が負

傷したが、乗組員に怪我はなく、同船は船長に

引き渡された。この件に関し、身代金は払われ

てはいない。

［表１］海賊発生件数推移

［表２］世界各地域毎の海賊発生件数の比較

［表３］主要５か国・地域の海賊発生件数（昨年

比較）

２．国土交通省わが国関係船舶における海賊被害

状況

国土交通省海事局外航課は、わが国外航海運事

業者等から報告のあった、２００６年における日本関

係船舶（邦船社が所有、運航、用船している外航

船舶）の海賊等の被害状況について取りまとめた。

� 被害件数

２００６年において、わが国関係船舶が海賊に襲

われた件数は８件で、昨年の９件から減少した

（［表４］参照）。被害船の船籍別内訳は、パナ

マ籍７隻、バヌアツ籍１隻となっており、日本

籍はなかった。また、被害船舶のうち、日本人

が乗船していた船舶は２隻であった。

［表４］わが国関係船舶における海賊行為等によ

る被害発生件数の推移（過去１０年）

� 発生海域

地域別に見ると、バングラデシュとタンザニ

ア沖で１件ずつ発生した事案以外は、インドネ

シア周辺海域で発生している。

� 被害状況

海賊行為等による死者、行方不明者および負

傷者はなかったが、海賊に縛り上げられ金品を

強奪される事件があった。また、昨年は航行中

に襲撃されるケースが多かったが、２００６年は錨

泊中、停泊中に襲撃されるケースが８件中６件

であった。

（海務部：伊東）
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海運紹介映画「日本の海運」の制作について
当協会は、このたび海運紹介映画「日本の海運」（１８分）を制作いたしました。この映画は、一般

の幅広い層の方々を対象に日本の海運の役割と重要性を日常生活の中で人々が織り成す４つのショ

ートストーリーをたどりながら、自然にご認識いただけるように作成しています。本編の構成は以

下の通りです。

［日本の海運］

第１章 食材は海を越えて

第２章 世界をつなぐ贈り物

第３章 幸せを運ぶ船

第４章 明るい未来を運ぶため

▲DVDジャケット

本編は、主に DVDを媒体として、教育機関・視聴覚ライブラリー・生涯学習センター・関係博物
館、各種イベントにて無料で配布していくことに加え、協会ホームページ（http：��www.jsanet.or.jp
�index.html）にてダイジェスト版（１分間）をオンラインで視聴できるようにし、併せて希望者に
は DVDの送付申し込みもできるようにしており、幅広く多くの方々にご覧いただいて海運の理解促
進に努めることとしています。

▲当協会HPの映画ダイジェスト版視聴画面

本編は、各種講演会・ゼミの資料や配布物としてもご利用いただけます。本 DVD（無料）をご希
望の方は、上記ホームページからの他、送付先住所、宛先、希望本数を当協会総務部（広報関係：

FAX０３�５２２６�９１６６、e�mail：pub�office@jsanet.or.jp）までお申し込みください。
なお、本数に限りがありご要望に沿えない場合もございますので予めご了承ください。

（総務部：�橋）
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今治にて、平成１９年度税制改正に伴う船舶特別償却
制度の新たな設備要件についての説明会を開催

当協会は、去る２月２７日愛媛県今治市において、当協会会員をはじめ四国域内の外航船主、造船

事業者など地元海運関係者５０名以上の参加を得て「平成１９年度税制改正に伴う船舶特別償却制度の

新たな設備要件」についての説明会を開催した。

当日の説明会では、はじめに当協会植村常務理事より、平成１９年４月１日以降適用となる海運関

係税制の概要についての解説があり、平成１８年１２月１４日に発表された自由民主党平成１９年度税制改正

大綱で発表された「トン数標準税制」の扱い、「船舶償却制度の延長」、「国際船舶に係る固定資産税

の課税標準の特例の延長」、「スーパー中枢港湾の特定国際コンテナ埠頭において整備される荷さば

き施設等に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置」「償却制度の改善」などについて説明（詳細

については本誌２００７年１月号Ｐ．２参照）があった。

その後、国土交通省海事局総務課課長補佐禮田英一氏より『船舶等の特別償却制度』の新たな設

備要件全般について配布資料（省略）に基づき詳細な説明が行われた。

地元海運会社、造船事業者から多くの質問があり、特に特別償却制度の維持は、海運事業を行う

上で不可欠であるとの意見が多く、同制度改正による影響など多くの関心が寄せられた。

※平成１９年４月以降適用される船舶特別償却制度の財務省告示の公表後、同制度概要について当協会会員各位宛報

告するとともに本誌４月号に掲載いたします。

（企画部：松本）

▲平成１９年度海運関係税制の概要を説明する当協会植村
常務理事、右は国土交通省海事局総務課課長補佐禮田
英一氏

▲船舶特別償却制度の新たな設備要件についての説明会
の模様

せんきょう Mar 2007●21



22●せんきょう Mar 2007



せんきょう Mar 2007●23



���������������������������

���������������������������
24●せんきょう Mar 2007

紹 
介 

船 
の 
FREEDOMACE（フリーダム エース）

�株式会社 商船三井

�船の主要データ�
１）船 名 フリーダム エース

（FREEDOM ACE）

２）総トン数 ６０，１７５トン

３）重量トン １９，０９３トン

４）全 長 １９９．９９ｍ

５）船 種 自動車専用船

６）積載台数 ６４００台（基準小型車換算）

７）航海速度 ２０．６５ノット

�船の生い立ち�
２００５年２月、三菱重工業神戸造船所で竣工しま

した。２００４年から２００６年にかけて竣工した１２隻シ

リーズの第４船で、主に日本を中心とするアジア

から、欧米やアフリカなどに向けた輸出完成車輸

送に従事しています。竣工以来、旺盛な輸出需要

に支えられ、大車輪で世界を駆け回っています。

当社の自動車船隊は、現在９０隻を数えるに至っ

ていますが、完成車の海上輸送荷動きは今後も中

長期的に堅調に推移すると見込まれ、更なるサー

ビスの充実が求められています。また現有船隊中

には一部高齢船も含まれることから、船腹需要の

拡大に対応することと、最新の安全運航設備を備

え、当社グループも開発に加わって実現した新た

な環境対応を施し、更にはHSE（Health, Safety

& Environment）にも配慮した最新鋭の船舶により

その�
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高齢船をリプレースしていくことも念頭に、積極

的な新造整備による船隊の拡充を行っています。

環境負荷を増大させることなく拡大する市場ニー

ズに的確に対応できる船隊構成で、各トレードに

適正船型を配していきます。

�本船の特徴�

環境にやさしい商船三井の自動車船

FREEDOM ACEの船型は、船首端部を斜めにカ

ットしラウンド形状にし、更に上甲板船側部に全

長にわたる段差を設けるという画期的なアイデア

で省エネを実現し、２００３年のシップ・オブ・ザ・

イヤーを受賞したCOURAGEOUS ACEがベース

となっています。

自動車船は、その独特の船型から風圧を受ける

面積が大きく、風にあおられ斜めに進む「斜航」

の発生率が他の船型より大きくなっています。燃

費効率を下げるこの「斜航」を軽減したのが、ユ

ニバーサル造船との共同研究で生まれたCOURA-

GEOUS ACEの船型で、以降、商船三井の新造自

動車船は、すべてこの船型を採用、さらに進化を

続けています。

省エネルギーや荷役効率の向上などに種々の工

夫などを凝らした、商船三井の新鋭自動車船FREE-

DOM ACEの主な特徴をご紹介します。

� 喫水線以下の船型を、従来型より推進抵抗を

８％削減する超スリム型省エネルギー・デザイ

ンとした。

� COURAGEOUS ACE以降採用している船首部

分のラウンド形状を引き続き採用することに加

え、甲板上の船側部にある艙内換気装置カバー

の天井部分の角を取ることで（特許取得）更に

風の抵抗を軽減した。

� ��により合計約１４％のCO２削減効果が期待

できる。

� 万一の座礁の際も燃料油の流出リスクを大幅

に軽減する、二重底構造の燃料タンクを採用し、

海洋環境に配慮した。（当社と三菱重工業で特許

出願中）

� メインエンジンシリンダへの潤滑油の注入方

法を、噴射式に変えることで、潤滑油の消費量

を削減するうえ、排気ガス中の粒子状物質を約

３０％減らす。

� 全層背高車対応のデッキ構成、上層階層に直

結する可動式ジャンピングスロープの導入など

により、荷役効率を飛躍的に向上させた。

� 係船装置の最適配置を行うと同時に、アンカ

ーなど艤装品を左右非対称に配置した結果生じ

たスペースを利用し、積載可能台数を増やした。

	 １２層のカーデッキのうち２層が、可動式。背

高車の積載数に応じて高さを調節できる。


 ��を従来の概念にとらわれず、設計段階か

ら見直したことにより、従来は両サイドのタン

クで非常に狭くなっていた下層デッキの艙内を、

当シリーズからは上層デッキと同じ船幅の広い

艙内を確保し、荷役の安全性を飛躍的に向上さ

せた。

� ギャレーから出た残飯を航海中に発酵させ有

機物にかえる装置を備えており、日本帰着時に

陸揚げ後、有機肥料として無料で配布し好評を

得ている。

�フリーダムエースエピソード�

日本－中東間の航海を終えて

原油等の天然資源価格の高騰で潤う中東地域へ

の自動車輸送も増えています。日本で満載した完
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成車を各地に届けるこの航路は、入出港で忙しい

航路です。昨年秋の航海では、シンガポールまで

約７日の航海、その後１１日でホルムズ海峡までの

４ヶ所に寄港し、その後ペルシャ湾内は５日で７

ヶ所に寄港しました。

昨年この航海に、入社３年目の陸上社員が研修

乗船しました。まさに、この航路の配船計画を担

当する社員が運航の現場を経験し、日々の業務に

活かしてゆくことが目的です。研修生のスナップ

を織り交ぜながら、運航中のFREEDOM ACEを紹

介します。

中東では、土木建設が盛んなので、この航路に

は建設機械が多く積載されます。積みつけの前に

は入念な打ち合わせをします。通常は、ホールド

の高さは途中で変えませんが、必要に応じて臨機

応変に対応、可動デッキの機能を存分に活かしま

す。また、ラッシングの確認は甲板部総員体制で

行います。

航海中の健康管理

航海の間は、荷役中でない限り、毎日１３時に体

操をします。体操の時間は、心身をリフレッシュ

し、午後からの仕事への気合を入れるひとときで

あり、太陽の光をたくさん浴びて、健康管理の一

助にする時間でもあります。体操は、ラジオ体操

第一および第二。甲板上の拡声器から、自動車船

の広々とした甲板に聞きなれたメロディが聞こえ

ます。

日本から中東向けの航路では、シンガポール、

インドや中東諸国の港に、日本で積んだ車を降ろ

���������������������������



���������������������������

���������������������������
せんきょう Mar 2007●27

▲元旦。ブリッジに集合し記念撮影

してまわります。着岸、荷役、離岸と緊張の度合

いがもっとも高い２週間ほどがすぎたあとのバラ

スト航海中には、ホールド内でジョギングやバト

ミントン、甲板ではバスケットボールなどで、思

いっきり心身をリフレッシュします。しかし、こ

れもつかの間、日本への入港が２日後にせまると、

次の航海のプランが届きます。背高車の積載数な

どにあわせ、カーデッキの高さを調節し、次の航

海に備えます。

ペルシャ湾から日本（船長の回想から）

ペルシャ湾を出ると冬のインド洋はべた凪。一

路日本に向けて快調に航行中、本社から次の航海

の連絡が入った。９日までに日本に帰着すれば、

北米東岸向けに配船されるとのこと。しかし、シ

ンガポールから先の南シナ海では時化も予想され、

最新鋭のFREEDOM ACEでもかなり厳しいスピー

ドが要求される。パナマ運河を越えたことのない

船長は、ニューヨークの自由の女神に会えること

を祈って主機をフルに回した。

しかし、シンガポール海峡を抜け、南シナ海に

入ると北からの季節風が予想通り強まり、海は大

時化、船は上下に激しくピッチング、急激に速力

が落ちてしまった。安全第一、自然には逆らえな

い。おさまることのないピッチングで、９日の日

本帰着は不可能と本社に連絡、遅れた場合は１１日

起こしのアフリカ航路に配船されるとのこと。か

くして、船長５航海目のアフリカ行きが決定し、

正月は、南アフリカの洋上で迎えることになった。

���������������������������

▲パナマ運河を越える FREEDOM ACE



５
〜
９
日

IMO第５１回防火小委員会（FP５１）がロンドン

にて開催された。（Ｐ．２海運ニュース参照）

１６
日
「交通政策審議会海事分科会（分科会長：馬田

一・日本鉄鋼連盟会長）」の第１２回会合が開催

された。（Ｐ．１０海運ニュース参照）

１６
日
「船員に係る労働契約・労働時間法制検討会

（座長：野川忍・東京学芸大学教授）」の第７

回会合が開催された。

１９
〜
２３
日

IMO第１１回無線通信・捜索救助小委員会（COM-

SAR１１）がロンドンにて開催された。

（Ｐ．４海運ニュース参照）

２７
日
平成１８年２月に採択された ILO海事労働条約

の批准および国内法化にむけた「ILO海事労働

条約国内法化勉強会（座長：野川忍・東京学

芸大学教授）」の第６回会合が開催され、中間

とりまとめが決定された。

２７
日
当協会は、今治市において平成１９年度税制改

正に伴う船舶特別償却特別制度の新たな設備

要件についての説明会を開催した。

（Ｐ．２１囲み記事参照）

２８
日

ASFシッピング・エコノミックス・レビュー

委員会（SERC）第１９回中間会合が沖縄にて開

催された。

（Ｐ．６海運ニュース参照）

２２００００７７年年
22月月
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公布法令（�月）
� 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

施行規則の一部を改正する省令（国土交通省

令第４号、平成１９年２月１４日公布、平成１９年

４月１日施行、一部平成２０年４月１日施行）

陳情書・要望書等（�月）
提出日：２月１４日

宛 先：海上保安庁 石川長官、枡田交通部長

件 名：備讃瀬戸における船舶航行の安全確保に

ついて

要 旨：毎年、「こませ網漁業」が海上交通安全法

上の航路を含む備讃瀬戸海域で行われる

が、その盛漁期である３月から６月にか

けては、これによる航路閉塞という事態

が度々発生している。この結果、航路通

航船舶は航路外航行を余儀無くされ非常

に危険な状況が発生し、あるいは航路入

航の中止などに至る場合もある。このよ

うな状況では船舶の座礁・衝突事故とい

う重大海難の発生が懸念されることから、

航路内に少なくとも３００メートルの安全な

可航水域を確保する事などをについて配

慮願いたい。

国際会議の予定（�月）
会議名：IMO第１１回ばら積み液体およびガス小委

員会（BLG１１）

日 程：４月１６日～２０日

場 所：ロンドン

会議名：ASF船舶保険・法務委員会（SILC）第１２

回中間会合

日 程：４月１７日

場 所：香 港

船船協協だだよよりり
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１．わが国貿易額の推移 （単位：１０億円）

年 月 輸 出
（FOB）

輸 入
（CIF） 入�▲出超

前年比・前年同期比（％）

輸 出 輸 入

１９９０
１９９５
２０００
２００３
２００４
２００５
２００６

２００６年２月
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２

２００７年１月

４１，４５７
４１，５３０
５１，６５４
５４，５４８
６１，１７０
６５，６６２
７５，２５６

５，８５０
６，８１６
６，１２９
５，７０４
６，２７１
６，３２１
６，１４１
６，８３２
６，５９３
６，６３１
６，９６０
５，９５３

３３，８５５
３１，５４８
４０，９３８
４４，３６２
４２，２１７
５６，３８１
６７，１６４

４，９０３
５，８４８
５，４７９
５，３２３
５，４６５
５，４６３
５，９４６
５，８２３
５，９８４
５，７２１
５，８４７
５，９５５

７，６０１
９，９８２
１０，７１５
１０，１８６
１１，９５３
８，７８２
８，０９２

９４７
９６８
６５０
３８１
８０５
８５８
１９５

１，００９
６０９
９０９

１，１１３
△１，９０７

９．６
２．６
８．６
４．７
１２．１
７．３
１４．６

２０．７
１８．０
１１．３
１８．９
１４．５
１４．２
１７．６
１５．３
１１．５
１２．１
９．８
１８．９

１６．８
１２．３
１６．１
５．１
１０．９
１５．６
１６．１

３０．３
２５．３
２０．２
１８．０
１８．３
１６．９
１６．２
１７．０
１７．５
７．６
７．７
１１．１

（注） 財務省貿易統計による。

２．対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）

年 月 年間）平均月間 最高値 最安値

１９９０
１９９５
２０００
２００２
２００３
２００４
２００５
２００６

２００６年３月
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２

２００７年１月
２

１４４．８１
９４．０６
１０７．７７
１２５．２８
１１５．９０
１０８．１７
１１０．１６
１１６．３０

１１７．３１
１１７．１３
１１１．５１
１１４．５３
１１５．６５
１１５．８８
１１７．０１
１１８．５９
１１７．３５
１１７．３０
１２０．６０
１２０．４５

１２４．３０
８０．３０
１０２．５０
１１５．９２
１０７．０３
１０２．２０
１０２．１５
１０９．５０

１１５．８２
１１４．３０
１０９．５０
１１１．６５
１１３．６５
１１４．４４
１１５．８５
１１７．４２
１１５．６５
１１４．８７
１１８．３７
１１８．４８

１６０．１０
１０４．２５
１１４．９０
１３４．６９
１２０．８１
１１４．４０
１２１．３５
１１９．５１

１１８．８６
１１８．６７
１１３．６５
１１６．５４
１１７．２５
１１７．３２
１１７．９３
１１９．５１
１１８．３０
１１９．０３
１２１．９９
１２１．４８

３．不定期船自由市場の成約状況 （単位：千M�T）

区分

年次

航 海 用 船
定 期 用 船

合 計 連続航海 シングル
航 海

（品 目 別 内 訳）

石 炭 穀 物 砂 糖 鉱 石 スクラップ 肥 料 その他 Trip Period

２００１
２００２
２００３
２００４
２００５
２００６

２００６ ６
７
８
９
１０
１１
１２

２００７ １
２

１５４，００５
１３２，２６９
９９，６５５
８３，３９８
７４，４０２
８４，５０２

４，６７５
４，３１７
５，１０７
７，３１２
６，９９２
８，４４７
４，６３３
８，３６１
６，１４４

３，０６３
９７８

１，３２０
２，４１４
２，１４５
６４４

０
０
０
０
０
０
０
０
０

１５０，９４２
１３１，２９１
９８，３３５
８０，９８４
７２，２５７
８３，８５８

４，６７５
４，３１７
５，１０７
７，３１２
６，９９２
８，４４７
４，６３３
８，３６１
６，１４４

５２，３２４
４３，４０６
３０，７２２
３１，８７５
２８，５６６
２２，８３２

９７０
１，５８０
８５７

１，４８５
１，５５０
２，４８５
１，１５０
１，９９７
８１０

１６，７８９
１５，１８２
６，０９７
５，６２１
３，７６０
３，９６９

９５
１７
０

２８５
５３４
２５１
１６８
１１５
７０

７，２８８
５，８５３
３，６５７
７００
１６２
２９３

０
０
０
２８
０
０
０
０
４４

７２，１７７
６５，１０５
５７，００１
４１，３９４
３９，１０５
５６，４８２

３，６１０
２，７１５
４，２５０
５，４８０
４，８５８
５，６３８
３，３１５
６，２４９
５，２２０

４７２
４４２
２４８
５９６
２４７
０

０
０
０
０
０
７３
０
０
０

９７８
１，０５４
４３８
６９０
３３１
２９３

０
６
０
９４
５０
０
０
０
０

９１４
２４９
１７２
１０８
８６
０

０
０
０
０
０
０
０
０
０

１５０，１５４
１８４，８９０
２０８，６９０
２５０，３８６
２８９，２１６
３３６，４９４

２６，５６３
２０，５８８
２０，１６２
２４，４１６
２５，６７９
３７，５４２
２４，５４０
２８，８６２
２３，６４０

３８，４５５
５０，４７４
８１，７２１
５９，９０６
５３，２３４
１０９，２０３

１２，１４０
１１，１３２
１６，１４３
９，３６１
６，４５０
１１，３４６
８，６５５
１３，１３７
１３，６３６

（注） �マリタイム�リサーチ社資料による。�品目別はシングルものの合計。�年別は暦年。

海運統計
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４．原油（ペルシャ湾�日本・ペルシャ湾�欧米）

月次
ペルシャ湾�日本 ペルシャ湾�欧米

２００５ ２００６ ２００７ ２００５ ２００６ ２００７
最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

８５．００ ５９．５０
１６７．５０ ７５．００
１３７．５０ ７５．００
９６．００ ８０．００
９０．００ ６２．５０
６７．５０ ５２．５０

１０２．００ ７３．７５
７２．５０ ５６．５０
１０２．５０ ６２．５０
１２５．００ ９０．００
２１６．００１３５．００
１７２．５０１１０．００

１８０．００ ８０．００
１５０．００１００．００
１０６．５０ ６６．５０
６８．００ ５０．００
７７．５０ ６７．５０
１３０．００ ８２．００

１３０．００ ９１．００
１３０．００ ９０．００
１１５．００１０５．００
７１．００ ６７．５０
７２．５０ ６０．００
６５．００ ５１．２５

７５．００ ４７．５０ ７７．００ ６２．５０
１４０．００１１２．５０
１０２．５０ ７５．００
９０．００ ７２．５０
８８．２５ ６２．５０
６１．２５ ５０．００

８５．００ ６２．５０
６７．５０ ６０．００
１０２．５０ ６５．００
１２０．００ ８７．５０
１７０．００１３０．００
１４５．００１００．００

１２０．００ ７５．００
１２５．００ ８５．００
９５．００ ５７．５０
６７．５０ ５５．００
８５．００ ５５．００
９７．５０ ７０．００

１０２．５０ ８０．００
１００．００ ８５．００
１０７．５０ ８５．００
８９．５０ ６５．００
７０．００ ６０．００
６０．００ ４８．２５

５７．５０ ４５．００

（注） �日本郵船調査グループ資料による。 �単位はワールドスケールレート。 �いずれも２０万D�W以上の船舶によるもの。
�グラフの値はいずれも最高値。

原油（ペルシャ湾�日本・ペルシャ湾�西欧） 穀物（ガルフ�日本・ガルフ�西欧）

５．穀物（ガルフ�日本・ガルフ�西欧） （単位：ドル�トン）

月次
ガルフ�日本 ガルフ�西欧

２００６ ２００７ ２００６ ２００７
最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

３７．４５
―
―
―
―
―

―
―
―

５０．５０ ５０．２５
―
―

― ―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―

（注） �日本郵船調査グループ資料による。 �いずれも５万D�W以上８万D�W未満の
船舶によるもの。�グラフの値はいずれも最高値。
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（ドル） （ドル） 

 石炭 
（オーストラリア／西欧） 

鉄鉱石（ブラジル／西欧） 
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クリーン 
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ダーティー 

VLCC

Suez

Afra

Handy

Clean

石炭（オーストラリア�西欧）・鉄鉱石（ブラジル�中国・ブラジル�西欧） タンカー運賃指数

６．石炭（オーストラリア�西欧）・鉄鉱石（ブラジル�中国・ブラジル�西欧） （単位：ドル�トン）

月次
オーストラリア�西欧（石炭） ブラジル�中国（鉄鉱石） ブラジル�西欧（鉄鉱石）
２００６ ２００７ ２００６ ２００７ ２００６ ２００７

最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低
１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

１８．４５ １６．２０
―
―
―
―
―

―
―
―

２５．５０
３１．００
３３．００

２６．５０ ２３．５０ １９．７０
２４．９９ ２１．００
２６．７５ １８．５０
２４．００ ２０．９０
２４．３０ １９．７０
２５．７５ ２２．００

３２．２５ ２３．７５
３７．００ ３１．００
３６．００ ２８．５０
３４．２５ ２９．００
３３．００ ２９．５０
３４．４５ ３１．５０

３８．００ ２６．５０ １１．００ ８．７５
１２．５０
―

１１．２５ ９．８５
１１．５０ １０．５０

１２．７０

１５．４０
１３．１０

２０．２５ １７．９０
１７．５０ １３．４５
１９．００ １５．５０
２１．００ ２０．５０

２１．５０ １６．７５

（注） �日本郵船調査グループ資料による。 �いずれもケープサイズ（１４万D�W以上）の船舶によるもの。
�グラフの値はいずれも最高値。

７．タンカー運賃指数

月次
タ ン カ ー 運 賃 指 数

２００５ ２００６ ２００７
VLCC 中 型 小 型 Ｈ・Ｄ Ｈ・Ｃ VLCC Suez Afra Handy Clean VLCC Suez Afra Handy Clean

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

８０
１３５
９６
８５
７５
６１

８３
６９
８２
１０９
１７９
１４９

１７０
１６５
１６２
１２４
１３７
１２６

１０８
１０７
１２０
１８６
２２５
２５７

２１０
１８１
１９５
１５７
１９１
１５７

１４４
１３３
１５４
１４９
２６９
２５７

３０７
２３３
２５５
２１２
２７１
２６７

２４８
１９０
２４４
３７６
３５８
２８６

３２２
２６７
２８９
２７４
２５３
２５３

２４３
２１１
３５０
３８５
３１２
２８４

１１２
１１６
８６
６３
７９
１００

１１４
１１４
１０９
８７
７４
６６

１６３
１６８
１２７
１０８
１３２
１３８

１４８
１７１
１３９
１４７
１１８
１３６

１９３
１７６
１６３
１３３
１５８
１４９

１７３
１７０
１４０
１９０
１３３
１８９

３１４
２６７
２０４
２０８
２１７
２２５

２３２
２３１
２１２
２１３
１９９
２１０

３４２
２８２
２２５
２１３
２４１
２３３

２７１
２６６
２３４
２１７
１９４
２５１

６３ １２４ １８７ ２０９ ２１９

平均 １００．３ １５７．３ １８３．１ ２７０．６ ２８６．９ ９３．３ １４１．３ １６３．９ ２２７．７ ２４７．４
（注） �２００３年までは「Lloyd's Ship Manager」、２００４年からは「Lloyd's Shipping Economist」による。�タンカー運賃はワー

ルドスケールレート。�タンカー運賃指数の５区分については、以下のとおり（～２００３）◯イVLCC�１５万トン以上 ◯ロ中型�７万～
１５万トン ◯ハ小型�３万～７万トン ◯ニH�D＝ハンディ�ダーティ�３万５０００トン未満 ◯ホH�C＝ハンディ�クリーン�全船型。（２００４
～）◯イVLCC�２０万トン以上 ◯ロSuez�１２～２０万トン ◯ハAfra�７～１２万トン ◯ニHandy�２．５～７万トン ◯ホClean�全船型
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用船料指数 係船船腹

９．係船船腹量の推移

月次
２００５ ２００６ ２００７

貨 物 船 タンカー 貨 物 船 タンカー 貨 物 船 タ ン カ ー
隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

１３８
１４７
１３７
１３０
１２８
１２９

１３３
１３２
１３４
１３８
１３９
１４１

７７９
７６６
７３３
６７０
６４０
６３７

６４１
６４５
６６８
６７６
６４９
６７９

８３０
８１３
７９７
７６５
７５２
７５０

７５４
７６６
７４５
７５１
７３１
７１０

３５
３２
３３
３５
３６
３６

３４
３４
３４
３４
３４
３４

１３５
９６
１４７
１４８
１０３
１０３

９９
９９
１７０
１０３
１３１
１２８

２０９
１４２
２２９
２３１
１５０
１５０

１４５
１４５
１９４
１４９
１７３
１７１

１４６
１４６
１４６
１４７
１４４
１５０

１４９
１５２
１５１
１５２
１５０
１５１

７０８
６９２
６７１
６８５
６８３
６８９

６９４
６５０
６４７
６４９
６２３
６２３

７５５
７５０
７４２
７６４
７９４
７９６

８１７
６８０
６７８
６８２
６８９
６４０

３４
３３
３２
３２
３２
３４

３２
３２
３２
３２
３４
３４

１２８
１３０
１２８
１２８
１２８
２０３

１０２
１０２
１０２
１０２
１３５
１３５

１７１
１７２
１７０
１７０
１７０
２２７

１５１
１５１
１５１
１５１
２０５
２０５

１５２ ６４２ ６４２ ３４ １３５ １８９

（注） インフォーマ発行のロイズ�インアクティブベッセルズによる。

８．貨物船定期用船料指数

月次
２００４ ２００５ ２００６ ２００７

総合指数 BDI 総合指数 BDI 総合指数 BDI １．２万～
２万

２万～
３．５万

３．５万～
５万

５万～
８．５万 ８．５万～ 総合指数 BDI

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

５５３
６１３
６１５
５５８
５３３
４０１

４７８
５６２
５１４
５０３
５４４
７０１

４，５３９
５，２９０
５，１２２
４，６３５
３．４５２
２，７６２

３，９７１
４，１８０
４，２１４
４，６０２
４，２６４
５，１７６

６７７
７１５
５６５
６２４
５５２
４１２

３４２
２８５
３５２
３９１
３７６
３３２

４，４７１
４，５１１
４，６８５
４，８１０
３，７３７
２，５８６

２，３０７
２，１６９
２，９４９
２，９４９
２，９９１
２，６２４

２９４
２９２
３２１
３２５
３０４
３５９

４２１
４７５
５１８
５２２
４９３
５９４

２，２６３
２，３２８
２，４９３
２，４９５
２，４９５
２，７３９

３，１９１
３，６７２
４，２０７
４，０５３
４，１２１
４，３１８

０ ６８９ ５２５ ６６０ ６７０ ６３２ ４，７６２
４，３６６

出所：「Lloyd's Shipping Economist」
（注） �船型区分は重量トンによる。

�用船料指数は１９８５年＝１００。
�BDI（Baltic Dry Index）は月央値。

せんきょう Mar 2007●33



妻の兄に誘われて、生まれて初めて水戸の偕楽
園へ行って梅を観てきた。
娘の高校受験のこともあり、昨年のお盆に田舎

（いわき市小名浜）に帰省して以来、約半年ぶり
の家族４人揃っての遠出であったせいか、小学校
５年生の息子が一番喜んでいた。
上野発の特急列車に１時間程ゆられて偕楽園臨

時駅に降り立つと、水戸の梅まつり期間限定のサ
ービスとのことだが、水戸の梅大使なる着物姿の
綺麗なお嬢さん達が出迎えてくれた。常磐神社の
参道の石段を登り東門から園内に入ったが、途中
の参道沿いには、土産物屋や露店が立ち並びまる
で縁日のような賑わいであった。学生の頃から幾
度となく帰省等で常磐線を利用する度に、車窓を
流れる景色の一部としか認識していなかったが、
広大さと梅の木の多さに吃驚した。
ボランティアガイドの説明によると、偕楽園は、

金沢の兼六園、岡山の後楽園とともに日本三名園
のひとつに数えられ、水戸藩第九代藩主徳川斉昭

公によって造られ、園内には約１００品種、３，０００本も
の梅の木が植えられている。斉昭公は、戦の備え
として梅の実を蓄えておく目的で、江戸屋敷の梅
の実を集めて水戸に送り苗を育てさせ、偕楽園や
水戸藩の藩校であった弘道館に植えさせたばかり
ではなく、領民の家々にも植えることを奨励した
とされる。それは、弘道館に建っている「種梅記」
の碑文に、「實則含酸止渇為軍旅之用 嗚呼有備者
无患」と記されているとのことであった。
幕末のこの時期、列強との戦を視野においてい

たのかどうかは定かでないが、食糧自給率が低下
しているこの国の現状を、斉昭公は、嘆いている
のだろうか。
後世にこのような素晴らしい名園を残して頂い

た先人達の労苦に感謝しながら、花の美しさと香
りを堪能して帰途についた。

三洋海運株式会社
総務部 副部長 荒井 正樹

編集委員名簿
第一中央汽船 総務グループ部長 加藤 和男

飯 野 海 運 総務グループ 広報�IR 室 伊藤 夏彦

川崎近海汽船 総務部副部長 廣岡 啓

川 崎 汽 船 IR�広報グループ 情報広報チーム長 高山 敦

日 本 郵 船 調査グループ コンテナ�港湾調査チーム長 細野 直也

商 船 三 井 広報室マネージャー 鹿野 謙二

三 光 汽 船 社長室副室長（経営企画担当） 近 寿雄

三 洋 海 運 総務部副部長 荒井 正樹

新 和 海 運 総務グループ 総務�法規保険チームリーダー 藤田 正数

日本船主協会 常務理事 植村 保雄

常務理事兼総務部長 井上 晃

常務理事兼海務部長 半田 收

企画部長 園田 裕一

海務部労政担当副部長 山脇 俊介

編 集 後 記
もう１０年以上の付き合いになるこの時期

の訪問者～それはスギ花粉。
一度発症してしまうと現在のところ完治

は難しいようで、今年こそはと毎年かすか
な希望を抱きつつ、現実に打ちのめされる
日々が続いています。対策の研究も商品も
年々進んでいて、昨年はネトル等のハーブ
ティーやヨーグルト、一昨年は甜茶を飲み
続け（そして途中で挫折）、今年も新商品を
試してみましたが、効果は見えず。体質改
善とは一朝一夕にいかないものです。
ビジネスにおいても、直ぐに結果が出な

い業務等に出会ってしまった場合には地道
な努力や積み重ね、忍耐が必要なこともあ
ります。業界にはこの春も多くの新しい方
が入社されますが、どんな場面に直面して
もそれを越えて大きく飛躍されることをお
祈りしております。 （MN）
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